
＜赤坂通りまちづくりビジョンに御賛同を！＞

■港区まちづくり条例を活用したまちづくりのプロセス

■赤坂通りまちづくりビジョン （案 ）

連絡先：｢赤坂通りまちづくりの会｣　

事務局　寺腰　（03-3588-1668）　

対象地域 ： 旧日大三高通り沿道地域

【花咲か赤坂】【花咲か赤坂】

そぞろ歩きが楽しめ、
ときめきの出会いがあり、

住む人、 働く人、 訪づれる人、
皆にとって優しい街、

子供が楽しめる育遊の街、
バリアフリーで広い空のある街、

緑が豊かで植栽が楽しめる
まちづくりを目指します。

　 「美しいこと」 「栄えること」
の意味から

【花咲か赤坂】
をコンセプトワードとします。

※ビジョンの内容は、 コラージュワークショップで出てきた
4グループからのビジョンをまとめたものです。

「港区赤坂通りまちづくりの会」

では、赤坂の街をよくするために、港区まちづくり

条例を活用した街づくりに取り組んできました。

プロセスにおいては、まちづくり組織を登録し、

専門家を招いて講演会やワークショップを重ねるな

ど、いよいよステップ３の段階として、まちづくり

ビジョン（※）を設定し将来像を共有する段階にな

りました。

皆様のご理解を得ると共に、ビジョンの決定、更に

は今後のルールづくりや実践にご参加いただく一助

となるべく内容をまとめました。

※まちづくりビジョン
地区の将来像、基本理念、目標

「赤坂通りまちづくりの会」ではまちづくりの範囲として赤坂の２，３，５，６，７，８，９丁目を扱っていますが、今回、
ビジョンの登録において、赤坂 6 丁目一部の旧日大三高通り沿道地域を対象地域としました。地区まちづくりビジョンの登
録要件として、
①区域内の①区域内の在住在住区民の過半数の合意区民の過半数の合意が必要　が必要　②対象区域が他のまちづくりビジョンと重複していない　③土地、建物に係る②対象区域が他のまちづくりビジョンと重複していない　③土地、建物に係る
権利を制限とする内容でない　④説明会の開催等により事前に対象区域内の区民に周知し、その意見を聴いてまとめたもの権利を制限とする内容でない　④説明会の開催等により事前に対象区域内の区民に周知し、その意見を聴いてまとめたもの

となっており、比較的皆様の合意を得やすい範囲ということで設定しました。今後、ビジョンが登録され、ルールづくりが
行われ、活動が軌道にのった後には、この範囲を広げていく予定です。是非、この第 1 歩でございますので、趣旨をご理解
の上、ビジョンに賛同して頂ければありがたく存じます。

自主的なまちづくり活動自主的なまちづくり活動

まちづくり組織まちづくり組織

まちづくり相談、
専門家派遣など

専門家派遣、
活動費助成など

専門家派遣、
活動費助成など

開発事業者への
指導、勧告など

認定審査会の
意見を聴いて

都市計画審議会の
意見を聴いて

地区まちづくりビジョン地区まちづくりビジョン

地区まちづくりルール地区まちづくりルール

ま ち づ く り の 実 施 ・ 推 進ま ち づ く り の 実 施 ・ 推 進

地域で進めるまちづくりまちづくりの段階

ステップ1
区の支援等

登録・公表

登録・公表

分野ごとの取組み

認定・公表・周知

都市計画決定へ

ソフト面のソフト面の
まちづくりまちづくり

ハード面のハード面の
まちづくりまちづくり

建物の建て方や

まち並み等

【都市計画法による手法】

●地区計画等の申出

●都市計画の決定・

変更の提案

自主的な活動の段階

ステップ2
仲間づくりの段階

申請

申請

申請

申請・提案

ステップ3
将来像を共有する段階

ステップ4
まちのルールを作る段階

ステップ5
まちづくりを実践する段階


